
港区保健福祉支援部

開催日時 № 質問 回答

1
作業員休憩所とあるが、喫煙はす
るのか。

禁煙とはしませんが、１か所に喫煙
所をまとめます。区としてもしっか
り指導します。

2

騒音振動計を３か所に設けるとの
ことだが、本用地南側の敷地との
境界に設置されるものが１つあ
る。これは住民も見られるのか。

住民の方が見られる騒音振動計は道
路側に設置した１か所のみとなりま
す。ただ、データは提供できるの
で、必要に応じて提供します。

3

近隣の工事もあり、住民の車両が
止められてしまうことが多い。な
るべく止められてしまう時間を少
なくしてほしい。

近隣工事業者とも調整の上、可能な
限り車両を止めることがないよう、
気をつけてまいります。

4

工事車両が走行する道路は通学路
である。また、生活道路であるこ
とから、昼休みの時間帯は多くの
人が移動する。より詳細な安全対
策を提示してほしい。

16日の説明会に間に合うように、再
度、資料を作り直します。本用地に
隣接する方等には、１週間の施行計
画を毎週報告するなど、こまめに情
報提供します。

5
15年間かかったという重みを十分
に受け止めてほしい。

不安な思いをさせたことは申し訳ご
ざいません。これまで様々なご意見
をいただき、設計等に反映させるこ
とができました。区も15年の重みを
意識しつつ、安全・安心に配慮して
工事を進めてまいります。

令和5年7月14日、16日開催　　工事説明会　主な質疑要旨

（場所：赤坂図書館 多目的ルーム）

7月14日（金）
18:30～19:30



1

工事車両のルート上、246号から入
る区道に一部段差がある。
今後、大きな車両が通ると損傷が
激しくなると思うが、区の方で修
復をお願いしたい。

速やかに区道の現状を確認します。

2
この15年間でいろいろなことが変
わってきたのに、まだ施設を作る
必要があるのか。

当初から、障害者の人数が増え続け
ている状況であり、区内で住まいを
用意する必要があります。最近の調
査でも、グループホームを利用した
いと考えている障害者は増えてお
り、現在ある施設も満床です。
なぜこの土地に作る必要があるかと
いうと、面積がグループホームに適
していること、閑静な住宅環境が確
保され、活動場所や就労場所などに
通いやすいことが挙げられます。区
として、よい施設にしたい、そして
待っている人がいるという強い思い
でやっています。

3
何かあった際、区が責任をもつと
のことだが、どう対処するのか。

万が一、グループホームで入居者の
体調の悪化や事故等が発生した場合
は、関係機関に連絡・通報の上、状
況等に応じて入居者等の安全確保を
行い、区や関係機関が連携し、施設
の保全・復旧作業、原因究明等を行
いますが、その後の対応を含む最終
的な責任は区にあります。
グループホーム内で入居者の体調悪
化等のトラブルが発生した場合は、
適切に医療機関（入院）へつなげま
す。

4
騒音基準値85デシベル、振動基準
値75デシベルとは、どういった基
準なのか。

騒音振動規制法で定められている基
準値となります。騒音については85
デシベル、振動については75デシベ
ルを超えないよう、騒音振動計を確
認しながら、工事を進めてまいりま
す。

7月16日（日）
14:00～15:00


